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交
通
事
故
な
ど
第
三
者
の
不
法
行
為
に

よ
っ
て
受
け
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る

費
用
は
、
本
来
、
加
害
者
が
負
担
す
べ
き

も
の
で
す
。
こ
の
場
合
、「
傷
病
届
」
を

提
出
す
る
こ
と
で
、
市
が
、
一
時
的
に
立

て
替
え
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
加
害
者
に

請
求
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
交
通
事
故
な

ど
の
第
三
者
行
為
を
起
因
と
し
て
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
介
護
保

険
課
ま
で
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
（
傷
病
届
な
ど
の
関
係
書

類
の
提
出
）
は
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
届
け

出
に
必
要
な
書

類
な
ど
に
つ
い

て
は
、
介
護
保

険
課
に
あ
り
ま

す
。
ま
ず
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
な
ど
の
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

　

確
定
申
告
が
必
要
な
人
、
必
要
で
な
い
人

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の
合
計
額
が

4
0
0
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
な

ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
の
と
き
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
（
公
的
年
金
な
ど
の
全
部
が
源
泉
徴

収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
限
り
ま
す
）。

　

こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に

は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
以
外
の
所

得
が
あ
り
、
そ
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下

で
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確

定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住

民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

住
民
税
に
関
す
る
こ
と
は
税
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載

が
必
要
で
す

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た
申
告
書
な
ど

を
提
出
す
る
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

な
ど
本
人
確
認
書
類
を
提
示
す
る
か
、
そ
の

写
し
を
申
告
書
な
ど
に
添
付
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
な
お
、
申
告
書
を
作
成
す
る
場
合
、

復
興
特
別
所
得
税
の
記
入
を
忘
れ
ず
に
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
と
、

画
面
の
内
容
に
従
っ

て
金
額
な
ど
を
入
力

す
る
こ
と
に
よ
り
、

税
額
な
ど
が
自
動
的

に
計
算
さ
れ
、
計
算

誤
り
の
な
い
申
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
公
売
」
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

公
売
と
は
、
国
税
局
ま
た
は
税
務
署
が
差

し
押
さ
え
た
財
産
を
滞
納
さ
れ
た
国
税
に
充

て
る
た
め
、
広
く
不
特
定
多
数
の
買
受
希
望

者
を
募
り
、
入
札
ま
た
は
競
り
売
り
の
方
法

に
よ
っ
て
売
却
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
土

地
や
建
物
と
い
っ
た
不
動
産
の
ほ
か
、
宝
飾

品
、
美
術
品
、
家
電
製

品
、
自
動
車
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
財
産

を
公
売
し
て
お
り
、
公

売
は
原
則
と
し
て
ど
な

た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

　

国
税
局
や
税
務
署
の
公
売
会
場
ま
で
足
を

運
ん
で
参
加
す
る
方
法
や
自
宅
の
パ
ソ
コ

ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
参
加
す
る

方
法
が
あ
り
ま
す
。
公
売
財
産
や
公
売
予
定

日
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
公
売
情
報
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

介護保険被保険者の皆さんへ

税務署からのお知らせ
くらし

くらしじ
ん
け
ん
探
訪
52

増
え
る
外
国
人
と
人
権
問
題

　

―
新
し
い
人
権
課
題

　
人
権
週
間
の
由
来

　

12
月
4
日
か
ら
10
日
は
「
人
権
週
間
」
で
す
。
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
1
9
4
8
（
昭
和
23
）
年
12
月

10
日
、
国
連
は
「
世
界
人
権
宣
言
」
を
採
択
し
ま
し

た
。
三
度
目
の
世
界
大
戦
を
決
し
て
引
き
起
こ
さ
ず
、

世
界
中
が
自
由
と
平
和
を
謳
歌
で
き
る
よ
う
に
国
際

的
な
人
権
の
水
準
を
定
め
た
も
の
で
す
。
2
年
後
、

国
連
は
12
月
10
日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、
以
来

こ
の
日
に
は
世
界
各
国
で
記
念
行
事
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
1
9
4
9
年
、
法
務
省
と
全
国
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
に
よ
っ
て
「
人
権
週
間
」
が
設

け
ら
れ
、
各
地
で
「
宣
言
」
の
内
容
や
人
権
尊
重
意

識
の
普
及
、
啓
発
活
動
な
ど
が
取
り
組
ま
れ
て
い
ま

す
。

17
の
人
権
課
題

　

法
務
省
で
は
年
間
啓
発
強
調
事
項
と
し
て
次
の
17

項
目
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

①
女
性
の
人
権
擁
護
②
子
ど
も
の
人
権
擁
護
③
高

齢
者
の
人
権
擁
護
④
障
が
い
者
へ
の
偏
見
と
差
別
の

解
消
⑤
同
和
問
題
へ
の
偏
見
と
差
別
の
解
消
⑥
ア
イ

ヌ
の
人
々
へ
の
理
解
⑦
外
国
人
の
人
権
擁
護
⑧
Ｈ
Ｉ

Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
な
ど
へ
の
偏
見
と

差
別
の
解
消
⑨
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
へ
の
偏
見

と
差
別
の
解
消
⑩
犯
罪
被
害
者
・
家
族
へ
の
人
権
配

慮
⑪
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人
権
侵
害
の
根

絶
⑫
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
理
解

⑬
ホ
ー
ム
レ
ス
へ
の
偏
見
と
差
別
の
解
消
⑭
性
的
指

向
へ
の
偏
見
と
差
別
の
解
消
⑮
性
同
一
性
障
が
い
へ

の
偏
見
と
差
別
の
解
消
⑯
人
身
取
引
の
根
絶
⑰
東
日

本
大
震
災
に
よ
る
偏
見
と
差
別
の
解
消
。

　

こ
の
う
ち
、
外
国
人
へ
の
偏
見
と
差
別
の
解
消
と

い
う
新
し
い
人
権
課
題
を
取
り
上
げ
て
互
い
に
理
解

を
深
め
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
の
約
23
％
が
差
別
感
じ
る

　

日
本
に
暮
ら
す
登
録
外
国
人
は
全
国
で
2
2
3
万

人
（
人
口
の
約
2
％
）、
県
内
で
は
9
’
7
8
5
人

（
2
0
1
5
年
末
現
在
、
法
務
省
）
で
す
。
香
川
県

に
よ
る
県
内
在
住
外
国
人
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、

香
川
の
良
い
と
こ
ろ
は
▽
自
然
環
境
が
豊
か
▽
安
全

▽
住
宅
環
境
が
良
い
な
ど
、
理
解
し
が
た
い
こ
と
は

▽
上
下
関
係
が
厳
し
い
▽
言
い
方
が
回
り
く
ど
い
▽

公
道
に
ラ
イ
ト
が
少
な
い
▽
信
号
を
守
ら
な
い
人
を

よ
く
見
か
け
る
、
な
ど
で
し
た
。

　

一
方
、
約
23
％
が
「
扱
い
が
違
う
」
な
ど
差
別
を

感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
事
例
と
し
て
▽
日
本
人
は

怒
ら
れ
な
い
の
に
外
国
人
は
怒
ら
れ
る
▽
「
外
国
人

だ
か
ら
」
と
採
用
を
拒
否
さ
れ
た
▽
重
い
、
疲
れ
る

仕
事
は
我
々
（
外
国
人
）
が
や
る
▽
給
料
も
安
く
、

大
切
な
こ
と
は
日
本
人
に
任
せ
る
▽
し
ん
ど
い
仕
事

に
配
属
さ
れ
る
▽
疎
外
の
態
度
が
あ
る
▽
「
中
国
嫌

い
」
と
言
う
の
は
大
変
失
礼
だ
▽
店
員
に
見
張
ら
れ

る
▽
地
方
参
政
権
が
な
い
▽
タ
ク
シ
ー
に
乗
車
拒
否

さ
れ
た
、
な
ど
で
す
。
調
査
は
2
0
1
5
年
に
県
内

在
住
外
国
籍
住
民
2
’
4
9
1
人
を
対
象
に
実
施
さ

れ
1
’
4
0
2
人
（
56
％
）
が
回
答
し
ま
し
た
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
法
施
行

　

外
国
人
と
い
う
理
由
で
採
用
を
断
わ
る
、
入
店
を

拒
否
す
る
、
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
の
入
居
を

拒
否
す
る
、
公
衆
浴
場
が
入
浴
拒
否
す
る
な
ど
、
人

権
問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
サ
ッ
カ
ー
場
で

外
国
人
を
非
難
す
る
横
断
幕
が
掲
げ
ら
れ
た
り
、
四

国
遍
路
休
憩
所
で
外
国
人
を
批
判
す
る
貼
り
紙
が
発

見
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
特
定
の
民
族
や
国
籍
の

人
々
を
排
斥
す
る
差
別
的
言
動
は
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
6
月
か
ら
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
対
策
法
」

（
本
邦
外
出
身
者
に
対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の

解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
関
す
る
法
律
）
が
施

行
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
民
に
は
外
国
人
へ
の
不
当
差

別
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ

（
法
第
3
条
）、
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
は
外

国
人
へ
の
不
当
な
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
施
策
を

実
施
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
（
法
第
4

条
）。

　

最
近
は
県
内
で
も
外
国
人
実
習
生
や
観
光
客
な
ど

を
よ
く
見
ま
す
。
四
国
遍
路
が
世
界
遺
産
に
な
れ
ば

さ
ら
に
増
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
２
０
２
０
年
に
は

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
控
え
て

い
ま
す
。
肌
の
色
や
言
葉
、
習
慣
な
ど
は
異
な
り
ま

す
が
、
人
権
尊
重
の
立
場
で
互
い
に
接
し
、
違
い
を

認
め
合
う
「
多
文
化
共
生
」
の
意
識
を
深
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

人
権
課
☎
７
３
・
３
０
０
８

第
三
者
行
為

（
交
通
事
故
な
ど
）で

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

と
き
は
、届
け
出
が
必
要
で
す


